
 

 

 

職員配置等に関する基準 

 

１ 職員の配置等について 

 職員の配置については、「岐阜市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」、

「岐阜市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「岐阜市障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「岐阜市指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「岐阜市地域生活支援事業の

事業者登録に関する基準を定める要綱」に定める必要な職員を配置してください。 

市が現在のサービス水準を維持するために必要だと考えている職員配置数は、次に表で示す職

員配置数と同等のものです。 

申請者は、この職員配置数を参考にサービスを維持・向上させるために必要な職員を配置して

ください。 

 

（１）サービス水準を維持するための標準となる職員配置数 

＜第二恵光職員配置＞                 

職種 

常勤換算

後の人数

（人） 

参考（内訳例） 

常勤職員（実数） 非常勤職員（実数） 

専従 兼務 専従 兼務 

（施設入所支援）      

管理者 １  １   

 サービス管理責任者 １  １   

 生活支援員 ２６．５  ２０  ９ 

 栄養士 ０.７    １ 

（生活介護）      

管理者 １  １   

 サービス管理責任者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 １.４    ２ 

 生活支援員 ２６．５  ２０  ９ 

（短期入所）      

管理者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 １．４    ２ 

 生活支援員 ２６．５  ２０  ９ 

（日中一時支援）      

管理者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 １.４    ２ 

 生活支援員 ２６．５  ２０  ９ 

資料６ 



 

 

 

   

※非常勤職員の内訳 

   生活支援員 （週２８.７５時間×８名 週２５時間×1 名） 

   看護師   （週２８.７５時間×２名） 

栄養士   （週２８.７５時間×１名）第三恵光と兼務 

  ※その他必要な職員を配置してください。（令和２年度実績：施設全体で常勤兼務の事務員２名配置） 

 

＜第三恵光職員配置＞                 

職種 

常勤換算

後の人数

（人） 

参考（内訳例） 

常勤職員（実数） 非常勤職員（実数） 

専従 兼務 専従 兼務 

（施設入所支援）      

管理者 １  1   

 サービス管理責任者 １  １   

 生活支援員 １６.５  １３  ５ 

 栄養士 ０.７    １ 

（生活介護）      

管理者 １  １   

 サービス管理責任者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 ０.７    １ 

 生活支援員 １６.５  １３  ５ 

（短期入所）      

管理者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 ０.７    １ 

 生活支援員 １６.５  １３  ５ 

（日中一時支援）      

管理者 １  １   

 医師 ０.１    １ 

 看護職員 ０.７    １ 

 生活支援員 １６.５  １３  ５ 

※非常勤職員の内訳 

   生活支援員 （週２８.７５時間×４名 週２５時間×１名） 

   看護師   （週２８.７５時間×１名） 

栄養士   （週２８.７５時間×１名）第二恵光と兼務 

※その他必要な職員を配置してください。（令和２年度実績：施設全体で常勤兼務の事務員２名配置） 

 

 



 

 

 

＜ワークス恵光職員配置＞                

職種 

常勤換算

後の人数

（人） 

参考（内訳例） 

常勤職員（実数） 非常勤職員（実数） 

専従 兼務 専従 兼務 

（就労継続支援Ｂ型）      

管理者 １  １   

 サービス管理責任者 １ １    

 生活支援員 １．４   ２  

 職業指導員 ２．２ １  ２  

   ※非常勤職員の内訳（週２８．７５時間 ２人、週２５時間 ２人） 

※その他必要な職員を配置してください。（令和２年度実績：施設全体で常勤兼務の事務員２名配置） 

 

＜ケアホーム恵光職員配置＞                

職種 

常勤換算

後の人数

（人） 

参考（内訳例） 

常勤職員（実数） 非常勤職員（実数） 

専従 兼務 専従 兼務 

（共同生活援助）      

管理者 １  １   

 サービス管理責任者 １ １    

 世話人 ４   ８  

 生活支援員 ３．６   ６  

  ※非常勤職員（世話人）の内訳（週２１時間 ８人） 

非常勤職員（生活支援員）の内訳（週２８．７５時間 ４人、週１５時間 １人、週１０時間 １人） 

※その他必要な職員を配置してください。（令和２年度実績：施設全体で常勤兼務の事務員２名配置） 

 

（２）職員を配置する上での留意事項 

ア 生活支援員の配置に当たっては、次のことに留意してください。 

・ 施設入所支援における夜間及び深夜の時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの

間）については、各事業所に最低２名の夜勤職員（宿直は不可）を配置し、夜間支援

の充実及び緊急時にも対応できるよう体制を整えてください。 

・ 入所利用者及び通所利用者に対し、障がい程度や障がい特性に応じて、創作的活動、

生産活動及び身体機能や生活能力の向上を目的としたサービスを提供するために必

要な職員を配置してください。 

・ 短期入所・日中一時支援事業、ボランティア及び実習生等の受入調整が十分できる職

員数を確保してください。 

イ 職員の配置については、同性介助に配慮するなど、利用者の支援が充分に行えるよう

にしてください。 

   ウ 強度行動障がいのある利用者への個別の配慮ができる職員数を確保してください。ま

た、強度行動障がいのある障がい者の受け入れ及び支援について、強度行動障がい支援



 

 

 

者養成研修修了者を配置するなど受け入れ態勢を整えた上で、積極的に実施してくださ

い。 

（参考）重度障害者支援加算対象利用者（令和２年４月１日時点） 

・第二恵光１８人 

・第三恵光１９人 

   エ 質の高い専門的な支援を確保していくために、外部・内部の研修会に積極的に参加し

てください。 

（参考）令和元年度外部研修受講歴 

・新規採用職員研修（県福祉事業団） 

・支援者養成研修 高齢知的障がい者支援コース（国立重度知的障害者総合支援施設の

ぞみの園） 

・強度行動障がい支援者養成研修 共通・実践（岐阜県） 

・発達障がい支援スーパーバイザー養成研修 ベーシック・集合研修(日本自閉症協会) 

・その他、知的障害者支援協会が開催する各種研修会 等 

 

 

 


